
（様式１）

　　平成２１年３月

安全環境部長 品 谷 義 雄

Ⅰ　総括コメント

1 日本一の安全・安心（治安回復から治安向上へ）

・

・

2 原子力の安全・安心と信頼の確保

・

・

・

3 夢と誇りのふるさとづくり

・

・

Ⅱ　「政策合意」項目に係る結果について

・別紙「平成２０年度　政策合意項目に係る実施結果報告（安全環境部）」のとおり

　今後も、県民の立場に立った原子力政策を推進するため、「安全の確保」「住民の理
解と同意」「地域の恒久的福祉の実現」の三原則に則り、国、事業者の施策を十分確認
し、広く県民の声を聴くとともに、県民に対し積極的に説明責任を果たしながら、県民の
安全・安心を最優先に対処していきます。

　「もんじゅ」については、度重なる工程の変更について、原子力機構に対し、安全対策
はもとより、関係省庁と十分協議し、国のエネルギー政策を支える重要プロジェクトとして
の責任ある工程を示すとともに、組織・人員体制の抜本的な強化を着実に進めるよう要
請しました。

　敦賀市民間最終処分場については、現在、漏水防止対策工事や浸出水処理施設等
工事を実施しています。工事にあたっては、地元の方に対して４月に工事説明会を、１１
月には現場見学会を開催するとともに、工事の進捗状況等について広く県民に情報提
供を行っています。引き続き、敦賀市と共同し、地域住民の方の理解と協力を得ながら
工事を円滑に進めていきます。

　「福井新元気宣言」の４つのビジョンを着実に実現していくため、平成２０年４月に知事と合意
をした「政策合意」の実施結果について、次のとおり報告します。

平成２０年度「福井新元気宣言」推進に係る政策合意の実施結果

　交通安全スロー・シグナル・シャイン（３Ｓ）運動の実施等により、平成２０年中の交通事
故死者数は、昭和３３年以降で最も少ない５５人となりました。今後も、速度調査による速
度の抑制、「スロードライブ車」宣言によるスロードライブ運動等の展開により、県民の「ス
ロードライブ」への意識を一層高め、交通事故の抑止に努めていきます。

（平 成 ２１年 ３ 月 末 現 在）

　催眠商法やマルチ商法などの不当な取引を行う事業者から消費者を守るため、県民
に対して迅速な情報提供を行いました。今後も、消費者の安全・安心を確保するため、
「福井県消費者行政活性化基金」を活用して、国や市町と連携して消費生活相談体制
の一層の強化等を図ります。

　本県独自の具体的施策を掲げた新たな環境基本計画を策定しました。今後は、２月に
設立した「環境ふくい県民会議」を推進母体として、本県独自の施策を本格的にスタート
させます。

　プルサーマル計画については、関西電力のＭＯＸ燃料調達に係る輸入燃料体検査申
請について、関西電力や製造元請の原子燃料工業に対し現地調査等を実施し、燃料
設計や品質保証活動が適切に行われていることを確認しました。
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（様式２）

役職 安全環境部長 氏名 品　谷　義　雄

平成２０年度　政策合意項目に係る実施結果報告（安全環境部）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標達成にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　2１年　3　月　末　現　在　）

項　　目

１　日本一の安全・安心(治安回復から治
安向上へ）
◇　｢福井治安向上プラン」の実行
　交通安全スロー・シグナル・シャイン
（３Ｓ）運動を積極的に展開し、高齢者を
中心とした交通事故の抑止に努めます。ま
た、制限速度を守る「スロードライブ」の
徹底や飲酒運転の根絶のため、企業や家
庭・地域における交通安全対策を推進しま
す。

〔成果等〕　目標を上回って達成しました。

　交通安全３Ｓサポーターやシルバー交通安全推進員に対する
研修を行い、地域や家庭での交通安全スロー・シグナル・シャ
イン（３Ｓ）運動の実践と普及を推進しました。また、交通安
全パートナー事業所には、制限速度を守る「スロードライブ」
の徹底や飲酒運転の根絶のための活動に取り組んでもらいまし
た。その結果、交通事故の死者数が減少するなど、交通事故の
抑止を図ることができました。

　催眠商法やマルチ商法などの不当な取引
を行う事業者から消費者を守るため、県民
に対して迅速な情報提供を行うとともに、
不当な取引を行う事業者に対しては業務改
善指示等を行うことにより、積極的に被害
の拡大防止を図ります。

　催眠商法やマルチ商法などの被害を防ぐため、老人会、地域
の集会、学校行事など県民に身近な場所でトラブル防止教室を
開催し、県民への情報提供に努めました。
　また、不当な取引を行う事業者に対して、調査、指導を実施
しました。

〔成果等〕　目標を上回って達成しました。

交通安全パートナー事業所数
（平成19年度末 390事業所）
　　  　　 ５００事業所（１１０事業所の増）

交通安全３Ｓサポーター登録数
（平成19年度末 2,082人）
　　　　　 　　　　３，０００人（９１８人の増）

トラブル防止教室参加者数
（平成19年度 6,301人）           ６，５００人

交通安全パートナー事業所数　　　　　　　　　　　６２７事業所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２３７事業所の増）
交通安全３Ｓサポーター登録数　　　　　　　　　　　４，０１１人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１，９２９人の増）
３Ｓサポーター研修会　　　　　　　　　　県内５ブロックで実施
シルバー交通安全推進員研修会　  　県内５ブロックで実施

交通事故発生状況　　※（）内は飲酒運転によるもの
平成１９年 平成２０年

死者数 ６０人（　５人） ５５人（　３人）
負傷者数 ５，７４３人（５９人） ４，９０４人（５１人）
人身事故件数 ４，６５８件（４３件） ４，０１２件（４０件）
高齢者の死者数 ３８人 ３５人
高齢者運転免許
自主返納者数 １０２人 ２１１人

トラブル防止教室参加者数　　　　　　　　　　　      １３，２４０人
不当取引を行う事業者に対する行政指導　　　      　　　　３件
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（様式２）

役職 安全環境部長 氏名 品　谷　義　雄

平成２０年度　政策合意項目に係る実施結果報告（安全環境部）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標達成にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　2１年　3　月　末　現　在　）

項　　目

　災害時要援護者避難対策を徹底するた
め、一人ひとりの要援護者の避難方法等を
示した市町による災害時要援護者避難支援
プラン「個別計画」の作成を支援します。

〔成果等〕　目標を達成しました。

　知的障害者相談員を対象とした災害時要援護者避難支援人材
育成のための防災研修、市町の福祉・防災担当者を集めての避
難支援プランの作成や福祉避難所の設置・運営に関する意見交
換会を実施しました。

〔成果等〕　目標を達成しました。

　条例の改正内容について、リーフレットの配布や研修会での
説明等により県民への周知を図りました。
　また、６月８日に秋葉原で発生した無差別殺傷事件を受け、
殺傷能力の高い刃物の流通、所持の原則禁止等について国へ要
望するとともに、ダガーナイフ等を青少年愛護条例に基づく有
害刃物類に指定し、青少年への販売等を禁止しました。なお、
刃渡り5.5cm以上の剣の所持について、原則禁止する銃刀法の
改正が１月５日に施行されました。
　さらには、警察等の関係機関と連携して、関係施設の調査・
指導、青少年の補導・指導等を行い、青少年の非行防止対策を
推進しました。

◇　災害・危機対策
　最初動体制の構築に向けて、県内市町に
おける全国瞬時警報システム（J-ALERT）
の整備を促進し、本システムにより受信し
た緊急情報をインターネットメールにより
自動配信する仕組みを整備するよう、市町
に対し引き続き働きかけるとともに、国に
対してはシステムの整備に対する財政支援
等について要請していきます。

　福井県青少年愛護条例について、イン
ターネット上の有害情報対策や青少年の深
夜営業施設への立入禁止等に関する改正が
７月１日から施行されることから、その改
正内容の県民への周知を図るとともに、違
反行為等に対しては警察等の関係機関と連
携して適切な対応を行い、青少年の非行防
止対策を推進します。

　平成２１年度重点提案・要望書において、市町村への支援拡
充と受信に必要な衛星モデムの全市町村への早期配備を要請し
ました。県内では、既に１０市町がモデムを配備し、４市町が
運用を開始しています。２０年度にモデム配備がされた６市町
については、運用開始に向けた対応を計画しています。
　また、未配備市町では、低価格の専用小型受信機が開発され
たことでこれらの導入が見込まれるとともに、整備されるまで
の間については、他の手段による情報の入手や配信の検討を
行っています。

〔成果等〕　目標を達成しました。

県内市町のJ-ALERTの整備状況
　１９年度配備済　　　福井市、越前市、美浜町、おおい町
　２０年度配備済　　　勝山市、鯖江市、あわら市、坂井市、
　　　　　　　　　　　　　 高浜町、若狭町
　　　　　　　　　　　　　　（県内１０市町で配備）
　　うち運用開始済　　福井市、越前市、美浜町、おおい町

知的障害者相談員防災研修　　４月１６日（金）
市町担当者意見交換会　　　　　９月１２日（金）、３月１６日（月）

県内市町の避難支援プラン作成状況

リーフレット（市町、事業者等向け）配布数　　 　　  ７，０００部
リーフレット（保護者向け）配布数　　　　　　　　  １０２，０００部
　　※全ての小、中、高校生の保護者に配布
調査・指導施設数　　　　　　　　　　　　　　　　　  延べ８９５施設

全体計画 個別計画 市町数
作成済 作成中 12市町
作成中 作成中 2市町
作成中 未作成 3町
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（様式２）

役職 安全環境部長 氏名 品　谷　義　雄

平成２０年度　政策合意項目に係る実施結果報告（安全環境部）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標達成にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　2１年　3　月　末　現　在　）

項　　目

２　原子力の安全・安心と信頼の確保
◇　安心と信頼の確保に全力、１５基体制
を堅持
　電力事業者と県との安全協定を厳正に運
用し、平常時立入調査を継続して実施しま
す。また、「福井県原子力安全専門委員
会」を積極的に活用し、国や事業者の高経
年化対策の実施状況を厳格に確認するな
ど、県としての安全監視機能を充実して、
県民の原子力に対する信頼・安心の確保を
図ります。

〔成果等〕　引き続き実施します。

　安全協定に基づき、発電所の労働安全対策やヒューマンエ
ラー発生防止に向けた取組み等について、県内発電所を対象に
平常時立入調査を延べ１０回実施しました。
　
　原子力発電所の耐震安全性については、平成２０年３月３１
日に事業者から報告のあった再評価結果について現地調査を含
め県原子力安全専門委員会において、事業者が実施した調査結
果を中心に審議しました。
　また、２月２６日に、国から、若狭湾において国自らが実施
した海上音波探査の結果を含め、県内発電所の事業者の耐震安
全性再評価に対する審査結果の中間的な取りまとめについて報
告を受けました。
　
　原子力発電所に係る検査制度については、７月２５日に、国
に対し高経年化した発電所の一層の安全性向上や定期検査の間
隔設定の技術評価を検証する仕組みの構築などについて要請
し、国は本県の要請の趣旨を踏まえ、新しい検査制度を１月か
ら施行しました。

　「もんじゅ」については、プラント確認
試験の実施状況、燃料や耐震の安全性、事
故時等の通報連絡体制など、ハード、ソフ
ト両面の安全確保対策について、国や事業
者の対応を一つひとつ厳正に確認します。
これらを県民に分かりやすく説明し、理解
を得るよう国や事業者に要請するなど、県
民の立場に立って慎重に対処します。

〔成果等〕　引き続き実施します。

  「もんじゅ」については、８月２０日に、原子力機構からナ
トリウム漏えい検出器の点検作業の長期化により、工程を４か
月延長する旨の報告を受けました。
　その際、県は、国の重要プロジェクトが繰り返し変更される
ことは、原子力機構としての意思決定や点検体制等が十分機能
しなかったためと考え、原子力機構に対し、敦賀本部の組織・
人員体制を抜本的に見直し強化するよう要請するとともに、国
に対しても、原子力機構に対する情報の提供・共有、連絡調整
など、連携指示体制を充実・強化するよう強く求めました。

　さらに、１月９日に、原子力機構から屋外排気ダクトの補修
工事によるプラント確認試験の遅れにより工程を変更し、目標
としていた本年２月の運転再開を断念せざるを得ない状況に
なったとの報告を受けました。
　４回目となる工程の変更は、国民・県民の信頼の問題に関わ
るものであり、県は原子力機構に対し、関係省庁と十分協議
し、国のエネルギー政策を支える重要プロジェクトとしての責
任ある工程を明確に示すよう要請するとともに、敦賀本部をは
じめとした原子力機構の組織・人員体制の抜本的な強化を改め
て強く求めました。
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（様式２）

役職 安全環境部長 氏名 品　谷　義　雄

平成２０年度　政策合意項目に係る実施結果報告（安全環境部）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標達成にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　2１年　3　月　末　現　在　）

項　　目

　敦賀３、４号機増設については、耐震安
全性を含めた国の安全審査の状況を確認す
るとともに、国や事業者に対し、徹底した
安全確保対策を引き続き要請します。さら
に、県民の立場に立って、事業者の準備工
事や県内企業の積極的活用の状況を確認し
ます。

〔成果等〕　引き続き実施します。

　敦賀３、４号機の耐震安全性については、原子力安全・保安
院から指示を受けた活断層に関する追加調査結果が平成２０年
３月３１日に日本原電から提出され、その内容について県原子
力安全専門委員会の審議を通じ確認しました。
　また、増設工事の実施状況や県内企業の活用状況について、
日本原電から随時報告を受け、状況を把握しました。
　
  平成２２年運転停止予定の敦賀１号機については、２月１７
日に、日本原電から運転停止時期の延長を検討したいとの報告
を受けました。
　その際、県は日本原電に対し、耐震安全性を含めたプラント
の安全確保を大前提に、地元敦賀市をはじめ広く県民の理解を
得ることが必要不可欠であることを踏まえ、十分慎重に対応す
るよう要請しました。

　高浜３、４号機のプルサーマル計画につ
いては、関西電力から計画の進捗状況等に
ついて、節目となる工程の各段階で報告を
求め、その内容を確認し、県民の立場に
立って慎重に対処します。

〔成果等〕　引き続き実施します。

　高浜３、４号機のプルサーマル計画については、１１月１０
日に関西電力から報告を受けた電気事業法に基づく国へのＭＯ
Ｘ燃料調達に係る輸入燃料体検査申請について、国は妥当と評
価しました。
　県としても地元高浜町とともに、関西電力およびＭＯＸ燃料
製造元請となる原子燃料工業に対し、燃料設計や品質保証活動
について独自に現地調査等を行い、県原子力安全専門委員会の
審議等を通じ、その妥当性を確認しました。
　これらを踏まえ、１月１６日に関西電力に対し、ＭＯＸ燃料
調達に係る輸入燃料体検査申請について、県として、適切に行
われていることを確認した旨を伝えました。
　これを受け関西電力は１月３０日からフランスのメロックス
社においてＭＯＸ燃料の製造を開始しました。
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（様式２）

役職 安全環境部長 氏名 品　谷　義　雄

平成２０年度　政策合意項目に係る実施結果報告（安全環境部）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標達成にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　2１年　3　月　末　現　在　）

項　　目

３　夢と誇りのふるさとづくり
◇　自然環境・生活環境の創造
　ふるさと福井の環境を県民自らの手で豊
かなものとし、次の世代に引き継ぐため、
「自然と生活環境」日本一をめざした環境
基本計画を策定します。策定に当たって
は、「環境ふくい創造会議」の提案等を踏
まえ、１０月を目途に策定します。

〔成果等〕　目標を達成しました。

　「環境ふくい創造会議」の提案等を踏まえ、１１月に、福井
県環境基本計画を新たに策定しました。
　２月１７日には、同計画を総合的に推進するためのエンジン
として「環境ふくい県民会議」を設立するとともに、「環境ふ
くい県民運動推進大会」を開催しました。

環境ふくい県民会議
　・産業界、農林水産業、行政等の２０団体の長で構成
　・計画の総合的な推進組織として、環境ふくい推進協議会
　　（個人：１,００６、企業：１１４、団体：８８）、県地球温暖化
　　防止活動推進センターと一体となって県民運動を推進

環境ふくい県民運動推進大会                 　参加者数　６００人
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（様式２）

役職 安全環境部長 氏名 品　谷　義　雄

平成２０年度　政策合意項目に係る実施結果報告（安全環境部）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標達成にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　2１年　3　月　末　現　在　）

項　　目

　市町に対して分別収集品目の拡大や不用
品交換等のリサイクル体制の整備を働きか
けるとともに、スーパー等事業者、消費者
団体、市町等と検討の場を設け、買い物袋
持参や店頭回収の促進に努めます。
　さらに、県民に対しては環境イベント等
を通じ、ごみ減量化等を働きかけます。
　特に「おいしいふくい食べきり運動」や
「持ち帰り運動」については、テレビや情
報誌等を通じた普及広報を行うとともに、
飲食店での小盛メニューの設定、客層に応
じた適量な料理の提供、持ち帰り可能な容
器での提供、ＰＲポスターの掲示などの協
力を要請し、一層の拡大を図ります。

〔成果等〕　目標を達成しました。

　分別収集品目の拡大については、新たに福井市で紙パック、
永平寺町でプラスチック容器の分別収集を開始しました。
　また、各地域でのスーパー等事業者、消費者団体、市町等に
よる協議の結果、レジ袋が有料化されることとなり、敦賀市で
は３月２日から主なスーパー等で実施され、福井市、越前市、
鯖江市では４月から実施されます。
　１０月１９日には、ショッピングシティベルを会場に３Ｒ推
進大会を開催し、来場者に対し３Ｒの実践を働きかけました。
　さらに、「おいしいふくい食べきり運動」については、新た
に６１の飲食店の協力を得るとともに、牛乳パックへの広告掲
載、新聞・テレビ、ポスター・チラシ・卓上広告塔を利用した
広報により、多くの県民に食べ残しをしないよう働きかけまし
た。

「おいしいふくい食べきり運動」協力
店（平成19年度末　４５５店）
                         ５００店
　　　　　　　　　   （４５店の増）
分別収集品目を拡大する市町 ２市町
県主催の環境イベント参加者数
（平成19年度　７００人）
                     １，０００人

「おいしいふくい食べきり運動」協力店　 　５１６店
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６１店の増）

分別収集品目を拡大した市町　　　　　　　 　２市町

県主催の環境イベント参加者数　　　 　２，０００人
 
・３Ｒ推進大会　　　　　　　　　 　　１，１００人
　　　　　　　　（10／19　ショッピングシティベル）
 　 環境落語、３Ｒ推進メッセージ優秀作品の発表・
    表彰、フリーマーケット、おもちゃの病院等

・ＬＯＶＥ・アース・ふくい推進大会　 　　３００人
　　　　　　　　　　　　　　　（6／1　生活学習館）

・環境ふくい県民運動推進大会　　　　　　 ６００人
   　　　 　　　　　(2／17　ＡＯＳＳＡ県民ホール）
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（様式２）

役職 安全環境部長 氏名 品　谷　義　雄

平成２０年度　政策合意項目に係る実施結果報告（安全環境部）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標達成にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　2１年　3　月　末　現　在　）

項　　目

　産業廃棄物の処理については、市町、警
察、隣接府県等と協力して不法投棄の未然
防止のための監視・指導体制の強化を図る
とともに、不適正な処理に対し厳正に対処
します。

〔成果等〕　目標を達成しました。

　国道１５７号および国道３６４号の県境周辺でのパトロール
を、勝山市、坂井市、石川県と合同で２回実施し、確認された
不法投棄廃棄物約４トンを撤去しました。
　廃棄物運搬車両の路上検査を、石川県、岐阜県、滋賀県と共
同で計５回実施し、運搬事業者に対する指導を行いました。
　また、監視を要する事業者を対象に県警ヘリによるスカイパ
トロールを２回実施し、不適正処理が行われていないことを確
認しました。
　不適正処理を行った産業廃棄物処理業者２社に対しては許可
を取り消し、うち１社は刑事処分に至りました。

　敦賀市民間最終処分場問題については、
敦賀市と共同し、今後とも地元住民の方の
理解と協力を得ながら、抜本対策工事を円
滑に進めます。
　また、工事の進捗状況や水質モニタリン
グの結果等について、県民へ積極的に情報
提供を行います。

〔成果等〕　引き続き実施します。

　抜本対策工事のうち漏水防止対策工事については、木の芽川
沿いの連続地中壁を打設するための仮桟橋工のほか、処分場東
側部分でのセメントミルク注入による遮水壁工やキャッピング
のための造成工、遮水シートの敷設などを行っています。
　また、浸出水処理施設等工事については、貯留槽および水処
理施設の基礎工事を行っており、工事全体の進捗率は約１５％
となっています。
　これらの工事について、地元住民の方を対象に説明会や現場
見学会を開催し、円滑な工事施工に向け協力を要請しました。
　さらに、ホームページで工事進捗状況や水質モニタリング調
査の結果等について、写真や図表を用いてわかりやすい情報提
供に努めています。
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指　　標　　名 １８年度の現状 １９年度の現状 ２０年度の現状
２２年度末
までの目標

交通事故死者数
６４人／年

（平成１８年）
６０人／年

（平成１９年）
５５人／年

（平成２０年）
６０人／年以下

１人１日当たりごみ排出量（※）
９７９ｇ

（平成１７年度）
９８１ｇ

(平成１８年度）
９４９ｇ

(平成１９年度）
９４０ｇ

(※）は福井新元気宣言において数値目標を設定した指標

４年間の目標数値の進捗状況報告（安全環境部）

（　平　成　２１　年　３　月　末　現　在　）
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